
別紙１ 条例（案） 

 

（仮称）横須賀市給食条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和 29年法律第 160号。以下「法」という。）

第４条又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

（昭和 32 年法律第 118 号。以下「特別支援学校給食法」という。）第３条の

規定に基づき実施する学校給食に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食又は特別支援学校給食法

第２条に規定する学校給食をいう。 

（２）学校給食費 学校給食に要する経費から法第 11条第１項に規定する経費

及び特別支援学校給食法第５条第１項に規定する経費を控除したものをいう。 

（３）完全給食 給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉製品、米加

工品その他の食品を含む。）、ミルク及びおかずである給食をいう。 

（４）保護者等 学校給食の実施の対象となる幼児、児童又は未成年の生徒に

ついては学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 16 条に規定する保護者を、

成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。 

 

（学校給食の実施） 

第３条 市は、市立の小学校、中学校及び特別支援学校において、完全給食を

実施する。 

 

（書類の提出） 

第４条 保護者等は、学校給食の実施の対象となる幼児、児童又は生徒につい

て、規則で定める書類を市長に提出するものとする。 

 

（給食費の徴収） 

第５条 市長は、学校給食費に充てるため、保護者等から給食費を徴収する。 

２ 市長は、幼児、児童又は生徒以外の者に学校給食を提供した場合は、当該

学校給食に係る給食費に相当する額を当該者から徴収する。 

 

（給食費の額） 

第６条 給食費の額は、規則で定める額とする。 



２ 給食費の額は、第９条に規定する審議会の審議を経て決定しなければなら

ない。 

 

（給食費の納付） 

第７条 保護者等は、規則で定める納期限までに給食費を納付しなければなら

ない。 

 

（給食費の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免

除することができる。 

 

（学校給食運営審議会） 

第９条 第６条に定めるもののほか、学校給食の運営について必要な事項を審

議するため、市に地方自治法第 138 条の４第３項の規定による附属機関とし

て学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

３ 前項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は規則で定め

る。 

 

（その他の事項） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

附則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 


